
入籍届の記入例

滋賀県東近江市

甲野 すみれ

こうの すみれ

平成26 １０ １５

滋賀県近江八幡市桜宮町２３６

乙川 二郎

おつかわ じろう

滋賀県東近江市八日市緑町１０

甲野 太郎

滋賀県近江八幡市桜宮町２３６ 乙川 花子

おつかわ はなこ

甲野 太郎

乙川 花子
長

母の従前の戸籍の表示 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地 乙川 二郎

添付書類 氏の変更許可審判書謄本

滋賀県近江八幡市桜宮町

２３６

滋賀県近江八幡市桜宮町

２３６ 乙川 二郎

乙川 花子

昭和６０ ３ ３

届出する年月日を
記入してください。

変更前（入籍前）の
氏名を書きます。

変更前（入籍前）
の本籍・筆頭者
氏名を書きます。

0748 24 1234

必ず連絡先の電話番号をご記
入ください。

（母の氏を称する入籍）

母・乙川花子は乙川
二郎の戸籍に在籍し
ているため、入籍届
により、乙川花子を筆
頭者とする新戸籍を
つくります。

母・乙川花子が筆頭
者なら「すでにある戸
籍に入る」となります。 入籍する方の父母の現在の

氏名を記入してください。

入籍する方が15歳
未満なら、法定代
理人が代わりに届
出をします。
実親が離婚してい
る場合、届出人は
「親権者（1人の
み）」です。
押印は任意です。

入籍する方が15歳
以上なら本人が届
出人となります。
押印は任意です。

持
参
い
た
だ
く
も
の

① 入籍届書（１通）

② 家庭裁判所の氏の変更許可審判書

③ 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
＊本人確認のため

変更前の氏名

母・乙川花子の従前の
戸籍を記入します。（す
でに筆頭者なら記入の
必要なし）

（注） マイナンバーカード

券面記載事項に変更が生じる場合は持参してください。


